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51 （領収書裏面） （店舗控裏面） （納入済通知裏面） （ハガキ部裏面）
52 ★ 青字の部分はプレ印刷です。帳票からは印字しません。督促状は、赤色で納品ください。
53 ★ バックカラーが水色の部分はデータ印字部です。
54

【お支払いできる場所】

ここからゆっくりはがしてください。

納入通知書・督促状　共通裏面

◎お支払いは、納期限
までにこの納入通知書
をお持ちのうえ、下記
の場所で納入してくだ
さい。

【お問合せ窓口】
　魚沼市ガス水道局
　〒946-0011 新潟県魚沼市小出島788番地
　TEL:025-792-1118

下水道使用料に係る付記
１　不服申立て
　　この決定に不服がある場合は、この決定
　があったことを知った日の翌日から起算し
　て３か月以内に、市長に対して審査請求を
　することができます（なお、この決定があ
　ったことを知った日の翌日から起算して３
　か月以内であっても、この決定の日の翌日
　から起算して１年を経過すると審査請求を
　することができなくなります。)。
２　処分の取消しの訴え
　　この決定について、上記１の審査請求に
　対する裁決を経た場合に限り、当該審査請
　求に対する裁決があったことを知った日の
　翌日から起算して６か月以内に、市（訴訟
　において市を代表する者は、市長となりま
　す。）を被告として処分の取消しの訴えを
　提起することができます （なお、当該審
　査請求に対する裁決があったことを知った
　日の翌日から起算して６か月以内であって
　も、当該審査請求に対する裁決の日の翌日
　から起算して１年を経過すると処分の取消
　しの訴えを提起することができなくなりま
　す。）。　ただし、次のアからウまでのい
　ずれかに該当するときは、審査請求に対す
　る裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提
　起することができます。
　ア　審査請求があった日の翌日から起算し
　　て３か月を経過しても裁決がないとき。
　イ　処分、処分の執行又は手続の続行によ
　　り生ずる著しい損害を避けるため緊急の
　　必要があるとき。
　ウ　その他裁決を経ないことにつき正当な
　　理由があるとき。
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 ◎魚沼市公営企業出納・
 　収納取扱金融機関
 　魚沼市ガス水道局
 　魚沼市会計課
 　魚沼市北部事務所
 　第四北越銀行
 　大光銀行
 　新潟縣信用組合
 　塩沢信用組合
 　北魚沼農業協同組合
 　新潟県内及び長野県内の
 　　ゆうちょ銀行・郵便局

 ◎下記の全国コンビニエンス
 ストア
 　くらしハウス
 　スリーエイト
 　生活彩家
 　セブン･イレブン
 　デイリーヤマザキ
 　ファミリーマート
 　ポプラ
 　ミニストップ
 　ヤマザキスペシャルパートナー

　 シップ

 　ローソン
 　ニューヤマザキデイリーストア

　 ＭＭＫ設置店

 ◎電子マネー
　 ＰａｙＰａｙ 請求書払い
　 ＬＩＮＥ Ｐａｙ 請求書支払い


